
 

 

 

 

 

 

 
 
 
人材不足の深刻化を受け、市内企業の皆様の外国人労働者への関心が高まっています。横浜

市では、市内企業の人材確保と、秩序ある共生社会の両立に向けて、外国人材の採用から育成・

定着まで支援する取組をスタートします。 

キックオフイベントとして、外国人雇用の最新情報や、新たな横浜市の支援メニュー（特定技能 ※

外国人雇用促進支援補助金、外国人材採用・定着コンシェルジュ）の紹介、外国人材活用に関する

特別相談会を初開催します。 

 
 
 

【日 時】 令和８年６月 12 日（金） 1２：30～1５：30 

【場 所】 横浜市技能文化会館２階多目的ホール（横浜市中区万代町２丁目４-７） 

【内 容】 第一部： 外国人材活用入門セミナー（12：30～13：55） 

          １ これだけは押さえたい！外国人雇用と入管法の基礎  
出入国在留管理庁横浜支局 

          ２ 県内の外国人材活用の取組について 
           神奈川県、かながわ外国人材活用支援ステーション 

          ３ 市内の外国人材活用事例紹介        
製造業、介護業から２社ご登壇 

          ４ 横浜市支援メニュー紹介    特定技能外国人雇用促進支援補助金 
                                      外国人材採用・定着コンシェルジュ 

         第二部： 外国人材活用特別相談会 （14：00～15：30） 

           特定技能外国人の採用・定着に関する支援機関（登録支援機関）や、外国人材 
         活用の全般的な相談に対応する団体等による個別相談会      

【対 象】 横浜市内の中小企業  

【参加費】 無料 

【定 員】 50 社（事前予約制、先着順、空き状況によっては当日参加も可） 

【申込み】 横浜市ウェブサイトからお申込みください（裏面参照） 

【協 力】 神奈川県  
      
 
 
 
 
 
※ イベント当日の取材をご希望の方は前日 15 時までに、裏面お問い合わせ先にご連絡ください。 
 

外国人材の採用・定着に向けた新たな取組を開始します！ 

～外国人雇用制度や新たな補助メニューを紹介するキックオフイベントを開催～  

令和８年５月 1 9 日 
経済局市民経済労働部 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

※在留資格「特定技能」 
人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力とな

る外国人材を労働者として受け入れる在留資格です。 
横浜市が実施した外国人材に関する市内企業へのアンケート調査（令和７年度）では、「約７割の企業が人手不

足」「労働力確保を目的として、既に約５割の企業が外国人を採用」となっています。 
（参考URL）https://www.city.yokohama.lg.jp/business/koyo-syugyo/hataraku/gaikokujin.html 

裏面あり 

外国人材活用入門セミナー＆特別相談会 in 横浜 
 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/koyo-syugyo/hataraku/gaikokujin.html


 

 
■ 横浜市特定技能外国人雇用促進支援補助金                         
【受 付 開 始】 令和８年６月 12 日（金） 

【対象事業者】 横浜市内の中小企業者 

【補 助 率】 １/３（上限 20 万円） 

【対 象 経 費】 登録支援機関を活用して特定技能外国人を雇用した場合の、採用に係る経費 

          （人材受入れ費用、在留資格取得費用、渡航費 等） 

【補 助 条 件】 1 行政機関等が主催する、外国人の雇用・定着セミナーに参加していること 

2 脱炭素取組宣言を宣言済みであること 

【申 請 方 法】 横浜市ウェブサイトをご確認ください。 

【注 意 事 項】 予算の範囲内での交付となるため、早めのご相談を推奨します。 

 

 

■ 外国人材採用・定着コンシェルジュ                                   
【受 付 開 始】 令和８年６月 12 日（金） 

【対象事業者】 横浜市内の中小企業者 

【相 談 内 容】 外国人材の採用や定着に関する相談に対応します。 

          相談内容に応じて、専門機関への橋渡しやコンサルタント派遣等を実施します。 

【利 用 料】 無 料（コンサルタント派遣を含む） 

【利 用 方 法】 横浜市ウェブサイトをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

※ 本件は、横浜経済記者クラブへも同時発表しています。 

キックオフイベント申込み、補助金申請、コンシェルジュ利用の方法は 
次の横浜市ウェブサイトをご確認ください  

  https://www.city.yokohama.lg.jp/business/koyo-syugyo/hataraku/gaikokujin.html 

お問合せ先 

雇用労働課長    新谷   TEL 045-671-2303 
 

https://www.city.yokohama.lg.jp/business/koyo-syugyo/hataraku/gaikokujin.html

